
高圧ガス充填等業務仕様書 

 

 

１ 業務内容 

  和歌山市消防局が保有する高圧ガス容器に高圧ガス等の充填及び容器耐圧検査業

務を行うもの。 

 

２ 納入場所 

  高圧ガス容器の集配については、次の６箇所とします。 

（１）消防局・中消防署  ： 和歌山市八番丁１２番地 

（２）中消防署南分署   ： 和歌山市和歌浦東１丁目１番１３号 

（３）東消防署      ： 和歌山市鳴神１０５９番地６ 

（４）東消防署岡崎分署  ： 和歌山市森小手穂４９番地１ 

（５）北消防署      ： 和歌山市狐島６４５番地３ 

（６）北消防署紀伊分署  ： 和歌山市弘西１１０１番地２ 

 

３ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 品名 

品名 予定数量 

１ 空気 2ℓ～12ℓ 充填 ８３本     

２ 酸素（医療用）1ℓ～10ℓ 充填 ８５４本     

３ 高圧ガス容器検査（鋼製他） ２２本     

４ 高圧ガス容器検査（FRP) ６１本     

 

※  予定数量についてはあくまで予定となっているので、大幅に増減することがある

ことをあらかじめ了承すること。 

 

５ 必要な資格について 

（１）高圧ガス保安法に規定する高圧ガス販売事業の届出をした者であること。 

（２）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する 

医薬品販売業の許可を受けた者であること。 

（３）以上の資格等の保有状況が確認できる書類等の写しを提出すること。 

 

６ 納入について 

（１） 発注については都度の発注とし、納入数量を明示した納品書を発注者に提出し、 



確認を受けること。 

（２） 運搬等、納品に係る一切の費用及び高圧ガスの代金は、受注者負担とする。 

（３） 使用後の容器については、各所属担当者より連絡があれば速やかに引き取るこ 

と。 

（４）作業中は安全管理に十分注意すること。 

（５）受注者は高圧ガス保安法等の関係法令を遵守すること。 

 

７ 疑義の質問について 

入札者は、見積期間中に、仕様書等において疑義のある場合は、関係職員の説明を

求めることができる。質問事項は文書で警防課長あて提出すること。 

締切日は入札日（入札日は含まない。）より５日前（ただし、締切日が土曜日及び

日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

になる場合はその前日とする。）の１７時までとする。 

なお、質問事項の回答については、質問者に文書にて回答するとともに、和歌山市

ホームページ入札・契約情報画面において公開するものとする。 



高圧ガス充填等業務契約書 

  

和歌山市（以下「甲」という。）と         （以下「乙」という。）は、次のとおり

契約を締結し、信義に従って誠実にこれを覆行するものとする。 

（業務内容） 

第１条 甲は高圧ガス充填等業務（以下「業務」という。）を乙に依頼し、乙はこれを受託するも

のとする。 

（１）和歌山市消防局が保有する高圧ガス容器に高圧ガス（空気・酸素）を充填する業務。 

（２）前号の容器耐圧検査業務。 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、令和８年４月 1 日から令和９年３月３１日までとする。 

（業務の履行方法） 

第３条 乙は、別紙仕様書の指示する内容に従って業務を履行しなければならない。 

（手数料） 

第４条 高圧ガスの充填、容器耐圧検査等の手数料として、各月の１本当たりの単価（消費税及び

地方消費税分を含む。）は、次の各号に掲げる期間に応じて、次に定める額とする。 

 

品        名 単     価 

１ 空   気 ２ℓ～１２ℓ充填手数料  円 

２ 酸   素（医療用）１ℓ～１０ℓ充填手数料  円 

３ 高圧ガス容器検査手数料（鋼製他）  円 

４ 高圧ガス容器検査手数料（ＦＲＰ）  円 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者へ譲渡等により承継させてはならない。

ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第６条 乙は、業務の全般又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、業務の一部の処理についてあらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（業務の調査等） 

第７条 甲は、必要があると認めるときは、業務の履行状況について調査を行い、若しくは乙に対

して報告を求め、又は乙に対して業務の履行に関して必要な指示を与えることができる。 



（業務内容等の変更） 

第８条 甲は、必要がある場合は、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。

この場合において、手数料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により

定めるものとする。 

２ 甲は、前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

この場合において、賠償金の額は、甲乙協議して定める。 

（損害の負担） 

第９条 業務の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下この項において同

じ。）は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じた損害は、甲

が負担する。この場合において、甲が負担すべき額は、甲乙協議して定める。 

２ 甲は、業務の履行に関して発生した事故により乙の従業員が受けた損害については、一切の責

任を負わないものとする。 

（乙の履行不能） 

第１０条 乙は、その責めに帰すべき理由により業務を履行しなかったときは、その履行不能分に

相当する手数料の額を減額して、甲に手数料の請求をしなければならない。 

２ 前項の場合において甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。 

３ 前項の損害賠償請求は、甲が乙に対し、手数料の１００分の３０までの金額に相当する額の違

約金の請求を妨げないものとする。 

（確認） 

第１１条 乙は、業務を履行したときは、遅滞なくその旨を甲が定める方式により甲に通知し、甲

の確認を求めなければならない。 

２ 乙は、前項の確認の結果補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正後その旨を

甲に通知し、甲の確認を求めなければならない。 

（手数料の支払） 

第１２条 乙は、当該月に履行すべき業務のすべてについて前条の規定による確認を受けた後、甲

に対して、手数料の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の支払請求を受けたときは、その日から３０日以内に手数料を乙に支払わなければ

ならない。 

３ 乙は、甲の責めに帰すべき理由により前項の規定による委託金の支払が遅れたときは、未受領

金額につき、その遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を

甲に請求することができる。 

（甲の解除権） 

第１３条 甲は、次条及び乙の債務不履行の場合によるほか、乙が次の各号のいずれかに該当する

ときは、契約を解除することができる。 

（１）その責めに帰すべき理由により、契約期間中業務を継続して履行できる見込みがないと明ら

かに認められるとき。 



（２）理由のいかんを問わず、契約に違反したとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を

賠償しなければならない。 

３ 前項の損害賠償は、甲が乙に対し、手数料の１００分の１０に相当する違約金の請求を妨げな

いものとする。 

４ 甲は、第１項の規定により契約を解除した場合、業務の既履行部分について確認の上、その部

分に相応する手数料を乙に支払わなければならない。 

第１４条 甲は、必要があるときは、乙に対して３か月前までに通知をして契約を解除することが

できる。 

２ 第８条第２項及び前条第４項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１）乙の役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の

団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者

及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に次に掲げる者がいると認められると

き。 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団関係者（暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者を

いう。以下同じ。） 

（２）乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）が実質的に

関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは

運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。）を利用

するなどしていると認められるとき。 

（４）乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に

実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持

運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

（６）乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、こ

れを利用するなどしていると認められるとき。 

（７）乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被

害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙はそ



の損害を賠償しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを

負わないものとする。 

（談合等不正行為に係る甲の解除） 

第１６条 乙が次の各号のいずれかに該当したとき、甲は直ちにこの契約を解除することができる。

ただし、その事由が甲の責めに帰すべきものによる場合は、この限りでない。 

（１）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条

に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を行い、当該措置命令が確定した

とき。 

（２）公正取引委員会が、この契約に関し、乙に違反行為があったとして独占禁止法第６２条第１

項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令（以下「納付命令」という。）が確

定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を

含む。）。 

（３）公正取引委員会が、この契約に関し、排除措置命令又は納付命令（これらの命令が乙又は乙

が構成事業者である事業者団体（以下「契約者等」という。）に対して行われたときは、契約

者等に対する命令で確定したものをいい、契約者等に対して行われていないときは、各名宛人

に対する命令全てが確定したものをいう。次号において同じ。）を行った場合において、乙に

独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

（４）排除措置命令又は納付命令により、契約者等に独占禁止法に違反する行為があったとされた

期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間

（これらの命令に係る事件について、乙に対する納付命令が確定したときは、当該納付命令に

おける課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。）に入札等（見積書等の提

出に基づく受注者選定を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの

であるとき。 

（５）乙（乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）がこの契約に関し行った行為につい

て刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条

第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償

金として、契約金額の１０分の２に相当する額又は実際の損害額のうちいずれか多い額を甲に対

して支払わなければならない。この契約の履行が完了した後にその事由に該当した場合も同様と

する。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを

負わないものとする。 

（乙の解除権） 

第１７条 乙は、甲の債務不履行による場合のほか、次の各号いずれかに該当するときは、この契



約を解除することができる。 

（１）第８条第１項の規定により業務の内容を変更したため手数料が３分の２以上減少したとき。 

（２）第８条第１項の規定による業務の一時中止期間が６か月を超えたとき。 

２ 第８条第２項及び第１３条第４項の規定は、前項の規定により、この契約を解除された場合に

準用する。 

（乙の不完全履行責任） 

第１８条 甲は、第１１条の規定による確認の日から１年間、業務を履行していないことが判明し

たときは、乙に対して業務の再履行を請求することができる。 

２ 甲は、前項の再履行に替え、損害賠償を請求することができる。 

 （損害金等の徴収） 

第１９条 甲は、乙がこの契約に基づく損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないとき

は、甲が乙に支払うべき手数料と相殺し、なお不足のあるときは乙に追徴する。 

（秘密の保持等） 

第２０条 乙は、業務を履行するに際し、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 乙は、その業務に従事する者が業務を履行する際に知り得た秘密を漏らさないよう指導しなけ

ればならない。 

３ 乙は、乙又は乙の業務に従事した者が秘密を漏らしたため、甲が損害を受けたときは、その損

害を賠償しなければならない。 

（合意管轄） 

第２１条 この契約に関し、甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、甲を管轄する裁判所を第一審の管

轄裁判所とする。 

（補則） 

第２２条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。 

 

 

この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年４月１日 

 

 

                   甲   和歌山市七番丁２３番地 

                       和歌山市 

                       和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

 

                   乙    

 


